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平成 年 月 日（木）

号外第 号

15 12

160

４

毎週火 金曜日発行･

公布 規則

◇ 鳥取県事務処理権限規則 一部 改正 規則（ ）（行政経営推進課）………………………

◇鳥取県事務処理権限規則 一部 改正 規則

児童福祉法等 一部改正 改正

保育士試験 施行、保育士 登録、保育士 登録 取消 等 係 事務処理 権限 定 。

（別表第 関係）

部長表彰 創設 改正

部長 職員 対 表彰 行 制度 創設 伴 所要 改正 行 。（別表第 関係）

権限配分 見直 改正

（ ） 部長、局長、課長及 地方機関 長 委任 事務 係 行政手続法 規定 意見 聴取、聴

聞 実施等 関 事項 部長、局長、課長及 地方機関 長 委任決裁事項（現行 部長又

課長 専決事項） 。（別表第 関係）

（ ） 地方機関 管理 行政財産 使用 期間 月以上 新規 使用 許可等 関 事

項 地方機関 長（現行 課長） 委任決裁事項 。（別表第 関係）

（ ） 県営林道事業 係 市町村負担金 徴収 関 事項 総合事務所長又 地方農林振興局長 委任

決裁事項 。（別表第 関係）

（ ） 境港水産事務所 管轄区域 係 新 漁業法 規定 許可 関 事項 境港水産事務所長

専決事項（現行 水産振興局長 専決事項） 。（別表第 関係）

（ ） 境港水産事務所 管轄区域 係 新 鳥取県海面漁業調整規則 規定 許可及 定数漁業

許可 関 事項 境港水産事務所長 専決事項（現行 水産振興局長 専決事項） 。

（別表第 関係）

（ ） 文化観光局 所掌 係 通達、申請、進達、副申等 関 事項等 文化観光局長 専決事項又

委任決裁事項（現行 企画部長 専決事項又 委任決裁事項） 。（別表第 関係）

他

所要 規定 整備 行 。

施行期日

規則 、公布 日 施行 。
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改 正 後 改 正 前

（委任決裁 留保）
第 条 略

（委任決裁事項 重複 場合 措置）
第 条 別表第 掲 委任決裁事項 別表第 及 別表第 掲 委任決裁事
項 重複 場合 、重複 限度 別表第 及 別表第

。

（代決）
第 条 略

（専決、委任決裁又 代決 係 事務処理 制限）
第 条 略

（類推 専決）
第 条 略

（地方機関 長等 権限 執行等）
第 条 略

（雑則）
第 条 略

附 則
～ 略
当分 間、第 条及 第 条 規定 、東部福祉保健局長 、別表第
定 委任 事務 東部福祉保健局八頭支局 係

処理 、東部福祉保健局八頭支局長 当該職員 名 決裁
。

別表第 （第 条、第 条、第 条、第 条、第 条、第 条関係）
共通事項 係 事務処理権限

（委任決裁 留保）
第 条 略

（代決）
第 条 略

（専決、委任決裁又 代決 係 事務処理 制限）
第 条 略

（類推 専決）
第 条 略

（地方機関 長等 権限 執行等）
第 条 略

（雑則）
第 条 略

附 則
～ 略
当分 間、第 条及 第 条 規定 、東部福祉保健局長 、別表第
定 委任 事務 東部福祉保健局八頭支局 係

処理 、東部福祉保健局八頭支局長 当該職員 名 決裁
。

別表第 （第 条、第 条、第 条、第 条、第 条関係）
共通事項 係 事務処理権限
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鳥取県事務処理権限規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県事務処理権限規則 一部 改正 規則

鳥取県事務処理権限規則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条 表示 下線 引 条（以下「移動条」 。） 対応 同表 改正後 欄

中条 表示 下線 引 条（以下「移動後条」 。） 存在 場合 、当該移動条 当該移動後条

、移動後条 対応 移動条 存在 場合 、当該移動後条（以下「追加条」 。） 加 。

次 表 改正後 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下「追加別表細目」 。） 加

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条 表示 除 。以下「改正部分」 。） 対応 同表

改正後 欄中下線 引 部分（条 表示及 追加条並 追加別表細目 除 。以下「改正後部分」 。）

存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合

、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 加 。
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事 項 事務処理権限 区分

種 類 内 容

専 決 権 者 委任決裁権者

一 略

二 事務
管理及
庶務
関
事務

～ 略

表彰
（一） 知事 名

処理 適
当
（ ） 特 重要 ○

（ ） 重要 ○
（二） 職員 対 表
彰 部長 名
処理 適

当

○

～ 略

三 略

四 指導
監督
関
事務

～ 略

行政手続法（平成
年法律第 号） 規定

知事 権限 属
事務 次 掲

（一） 同法第 条第
項 規定 審査
基準 設定

○

（二） 同法第 条 規
定 標準処理期
間 設定

○

（三） 同法第 条 規
定 申請者以外
者 意見 聴

取
（ ） 部長 委任

事務 係
○

（ ） 局長 委任
事務 係

○

（ ） 課長 委任
事務 係

○

（ ） 地方機関 長
委任 事務
係

○

（ ）（ ） （ ）
掲

以外

○

（四） 同法第 条第
項 規定 処分
基準 設定

○

（五） 同法第 条第
項第 号 規定
聴聞 実施

（ ） 部長 委任
事務 係

○

（ ） 局長 委任
事務 係

○

（ ） 課長 委任
事務 係

○

（ ） 地方機関 長
委任 事務
係

○

（ ）（ ） （ ）
掲

以外

○

（六） 同法第 条第
項第 号 規定
弁明 機会 付与

（ ） 部長 委任
事務 係

○

（ ） 局長 委任 ○

事 項 事務処理権限 区分

種 類 内 容

専 決 権 者 委任決裁権者

一 略

二 事務
管理及
庶務
関
事務

～ 略

知事 行 表彰
（一） 特 重要 ○

（二） 重要 ○

～ 略

三 略

四 指導
監督
関
事務

～ 略

行政手続法（平成
年法律第 号） 規定

知事 権限 属
事務 次 掲

（一） 同法第 条第
項 規定 審査
基準 設定

○

（二） 同法第 条 規
定 標準処理期
間 設定

○

（三） 同法第 条 規
定 申請者以外
者 意見 聴

取

○

（四） 同法第 条第
項 規定 処分
基準 設定

○

（五） 同法第 条第
項第 号 規定
聴聞 実施

○

（六） 同法第 条第
項第 号 規定
弁明 機会 付与

○

の

び
に す
る

の におい
て することが
であるもの

に なも
の

なもの
に する

で の におい
て することが
であるもの

に
する に

する の に す
る のうち に げ
るもの

の による
の

の
による
の

の
による

の からの の

に さ
れた に るも
の

に さ
れた に るも
の

に さ
れた に るも
の

の
に された
に るもの

から
までに げるもの

のもの

の による
の

の によ
る の

に さ
れた に るも
の

に さ
れた に るも
の

に さ
れた に るも
の

の
に された
に るもの

から
までに げるもの

のもの

の によ
る の の

に さ
れた に るも
の

に さ

の

び
に す
る

が う
に なもの

なもの

に
する に

する の に す
る のうち に げ
るもの

の による
の

の
による
の

の
による

の からの の

の による
の

の によ
る の

の によ
る の の

知事
部長課長

総括
補佐

地方機
関 長

部 長
又
防災監

局長課長
総括
補佐

地方機
関 長

知事
部長課長

総括
補佐

地方機
関 長

部 長
又
防災監

局長課長
総括
補佐

地方機
関 長の

は
の の

は
の

副知事 副知事

１ ３

４

１

２

５

１ ５

６ ５

５ １

６

１

２

３

４

５ １ ４

１

１
１

１

２

３

４

５ １ ４

１
２

１

２

１ ３

４

５

１ ５

６ ５

５ １

６

１

１
１

１
２

14

88

10

12

13

13

14

88

10

12

13

13



平成 年 月 日 木曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 12 1604 ４
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事務 係

（ ） 課長 委任
事務 係

○

（ ） 地方機関 長
委任 事務
係

○

（ ）（ ） （ ）
掲

以外

○

鳥取県行政手続条例
（平成 年鳥取県条例
第 号） 規定 知
事 権限 属 事務

次 掲
（一） 同条例第 条第

項 規定 審
査基準 設定

○

（二） 同条例第 条
規定 標準処理
期間 設定

○

（三） 同条例第 条
規定 申請者以
外 者 意見
聴取

○

（四） 同条例第 条第
項 規定 処

分基準 設定

○

（五） 同条例第 条第
項第 号 規定
聴聞 実施

○

（六） 同条例第 条第
項第 号 規定
弁明 機会 付

与

○

（七） 同条例第 条
規定 複数 者
対 行政指導

共通 内容
事項 設定

○

略

五～七 略

八 公有
財産
管理
関
事務

普通財産 貸付 又
財産 借受

（一） 適正 対価
行 貸付

財産 交換、譲与、
無償貸付等 関
条例（昭和 年鳥取
県条例第 号） 規
定 適用 受

○

（二）（一）以外
（ ） 件 予定賃
貸料又 予定賃借
料 額 万円
以上

○

（ ） 件 予定賃
貸料又 予定賃借
料 額 万円
未満

重要 ○
軽易

（ ）（ ）以外 ○

（ ） 地方機関
管理 財

産 係
（出納機関
指定 地
方機関 管理

普通財産
借受 除
。）

○

～ 略

行政財産 使用許可
及 行政財産 使用料
減免

鳥取県行政手続条例
（平成 年鳥取県条例
第 号） 規定 知
事 権限 属 事務

次 掲
（一） 同条例第 条第

項 規定 審
査基準 設定

○

（二） 同条例第 条
規定 標準処理
期間 設定

○

（三） 同条例第 条
規定 申請者以
外 者 意見
聴取

○

（四） 同条例第 条第
項 規定 処

分基準 設定

○

（五） 同条例第 条第
項第 号 規定
聴聞 実施

○

（六） 同条例第 条第
項第 号 規定
弁明 機会 付

与

○

（七） 同条例第 条
規定 複数 者
対 行政指導

共通 内容
事項 設定

○

略

五～七 略

八 公有
財産
管理
関
事務

普通財産 貸付 又
財産 借受

（一） 適正 対価
行 貸付

財産 交換、譲与、
無償貸付等 関
条例（昭和 年鳥取
県条例第 号） 規
定 適用 受

○

（二）（一）以外
（ ） 件 予定賃
貸料又 予定賃借
料 額 万円
以上

○

（ ） 件 予定賃
貸料又 予定賃借
料 額 万円
未満

重要 ○
軽易

（ ） 本庁 管
理 財産
係

○

（ ） 地方機関
管理 財

産 係

○

～ 略

行政財産 使用許可
及 行政財産 使用料
減免
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（一） 重要 ○
（二） 軽易
（ ） 本庁 管理

行政財産 係
及 地方機関

管理 行政財
産 使用 期
間 月以上

、新規
許可 係

○

（ ） 地方機関 管
理 行政財産

使用 期間
月未満 及
使用期間 月

以上
、更新 係

○

～ 略

九及 十 略

（一） 重要 ○
（二） 軽易
（ ） 本庁 管理

行政財産 係
○

（ ） 地方機関 管
理 行政財産
係

○

～ 略

九及 十 略

別表第 （第 条、第 条、第 条、第 条、第 条、第 条関係）
個別事項 係 事務処理権限

所
属
名

事 項 事務処理権限 区分

種 類 内 容

専 決 権 者 委任決裁権者

略

子

家
庭
課

一 児童福祉
法 基
知事 権限
属 事

務（子
家庭課 所
掌事務 係

限
。）

略

同法第 条
第 項 規定
保育士試験 施行

○

同法第 条
第 項 規定
保育士 登録

○

同法第 条
第 項 規定
保育士登録証 交

付

○

同法第 条
第 項 規定
保育士 登録 取

消

○

同法第 条
第 項 規定
保育士 登録 取

消 又 保育士 名
称 使用 停止命令

○

同法第 条
規定 保育

士 登録 消除

○

～ 略

二 児童福祉
法施行令
基 知事
権限 属
事 務

（子 家
庭課 所掌
事務 係

限
。）

～ 略

三 児童福祉
法施行規則
（昭和 年
厚生省令第
号） 基
知事

権限 属
事務（子
家庭課

所掌事務
係
限 。）

同令第 条
規定 保育士登
録簿 訂正

○

掲 以
外

○

三 二～十四 略

別表第 （第 条、第 条、第 条、第 条、第 条関係）
個別事項 係 事務処理権限

所
属
名

事 項 事務処理権限 区分

種 類 内 容

専 決 権 者 委任決裁権者

略

子

家
庭
課

一 児童福祉
法 基
知事 権限
属 事

務（子
家庭課 所
掌事務 係

限
。）

略

～ 略

二 児童福祉
法施行令
基 知事
権限 属
事 務

（子 家
庭課 所掌
事務 係

限
。）

～ 略

同令第 条第 項
第 項 規

定 保育士試験
施行、証明書交付

及 試験 合格 決
定

○

三 児童福祉
法施行規則
（昭和 年
厚生省令第
号） 基
知事

権限 属
事務（子
家庭課

所掌事務
係
限 。）

全 事務 ○

三 二～十四 略

なもの
なもの
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が する
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のであって
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する の
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なもの
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る に る
もの

が
する に
るもの

び

に る
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ど
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に する

ども
の
に

るものに
る

の の
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る の

の の
の によ

る の

の の
の によ

る の

の の
の によ

る の の
し

の の
の によ

る の の
し は の
の の

の の
の による
の の

に
づく

の に
す る

ども
の
に る

ものに る

に
づく の

に す
る
ども
の
に るもの
に る

の の
による
の

に げるもの
のもの

の

に る

の

ど
も に づく

の
に する

ども
の
に

るものに
る

に
づく

の に
す る

ども
の
に る

ものに る

から までの
による

の
び の の

に
づく の

に す
る
ども
の
に るもの
に る

ての

の

１

１

２

１
１

６

１

２

６

２ ３ ４ ５ ６ ８

１

１ ２
８ ２

１ ３
１

１ ４
３

１ ５
１

１ ６
２

１ ７

２

１ ３

１ ６

２ １

２ ３ ４ ５ ６

１

２

１ ３

４ ２
４

１

1111

11

18

18
18

18
18

18
19

18
19

18
20

24

23

11

36

10

24

13

23

11

知事
部長課長

地方機関
長又

総合事務
所 局長

部長課長
地方機関
長又

総合事務
所 局長

知事
部長課長

地方機関
長又

総合事務
所 局長

部長課長
地方機関
長又

総合事務
所 局長

の は

の

の は

の

の は

の

の は

の

地方機関
長又

総合事務
所 局長
名 称

地方機関
長又

総合事務
所 局長
名 称

の は

の
の

の は

の
の

児童相談所長

児童相談所長
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略

森
林
保
全
課

一～七 略

八 他
事務

～ 略

県営林道事業 係
市町村負担金等

徴収

○

略

略

森
林
保
全
課

一～七 略

八 他
事務

～ 略

略

別表第 （第 条、第 条、第 条、第 条、第 条、第 条関係）
防災監、人権局、文化観光局及 水産振興局 個別事項 係 事務処理権限

所
属
名

事 項 事務処理権限 区分

種 類 内 容

専 決 権 者 委任決裁権者

略

人
権
推
進
課

一 略

文
化
観
光
局
共
通

一 公文書
関 事務

通達、申請、進達、
副申、通知、照会、
回答、報告、依頼、
送付又 督促 、
知事 名 処
理 適当

、 、重要

○

二 事務管理
及 庶務
関 事務

事務又 事業
計画又 実施

方針 決定 、
重要

○

知事 名
処理 適当
表彰 、重要

○

会議 開催 、
重要

○

講習会、講演会、
品評会、競技会等
開催及 参加 決定

、重要

○

三 補助金及
会計 関
事務

補助金、交付金、
負担金、貸付金、利
子補給金 他 財
政援助金 係 事務

次 掲

（一） 交付要綱 決
定、変更及 廃止

、重要

○

（二） 交付 決定、
交付 承認、交付
取消 、返還命

令 他 処分
、重要

○

会計 関 事務
（一） 件 万
円以上 支出負担
行為

○

（二） 件 万円
以上 歳入金 調
定

○

（三） 寄附物品 受
納

○

（四） 物品（ 件
予定賃貸料 額
万円未満

、更新
係 以外

限 。） 貸
付 又 借受

○

四 公有財産
管理 関
事務

適正 対価
行 普通財産 貸

付 財産 交

○

別表第 （第 条、第 条、第 条、第 条、第 条関係）
防災監、人権局、文化観光局及 水産振興局 個別事項 係 事務処理権限

所
属
名

事 項 事務処理権限 区分

種 類 内 容

専 決 権 者 委任決裁権者

略

人
権
推
進
課

一 略

その の

に
る の

その の

び の に る

の

に
する

は のうち
の において

することが で
あり かつ な
もの

び に
する

は につ
いての は

の のうち
なもの

の において
することが

な のうち
なもの

の のうち
なもの

の
び の

のうち なもの

び に
する その の

に る
のうち に げるも
の

の
び

のうち なも
の

の
の

の し
その の の

うち なもの

に する

の

の の

の

の
の が
のも

ののうち に
るもの のも

のに る の
け は け

の に
する

な なくし
て う の
けのうち の

び の に る

の

１ ３

４

１ ３

３ ３ ４ ５ ６ ８

１

１

２

３

４

１

２
１

１

１

１

３ ３ ４ ５ ６

総合事務所長
地方農林振興
局長

11

2,000

500

500

10

知事
部長又

局長
課長 部長又

局長
課長

知事
部長又

局長
課長 部長又

局長
課長

防災監 地方機
関 長

防災監 地方機
関 長

防災監 地方機
関 長

防災監 地方機
関 長

は は は は
の の の の

地方機関
長 名

称

地方機関
長 名

称
の の の の
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換、譲与、無償貸付
等 関 条例 規
定 適用 受
（ 件 予定賃貸

料又 予定賃借料
額 万円未満

重要
係 限

。）

公有財産 取得
（ 件 予定価格

万円未満
係 限 。）

○

公有財産 処分
（ 件 予定価格
万円未満
係 限 。）

○

略

水
産
課

一 漁業法
（昭和 年
法律第
号） 基
知事 権

限 属
事務

～ 略

同法第 条第 項
規定 漁業

許可
（一） 境港水産事務
所 管轄区域 係

○

（二）（一）以外 ○

～ 略

二～九 略

十 鳥取県海
面漁業調整
規則（昭和
年鳥取県

規則第 号）
基 知

事 権限
属 事務

同規則第 条 規
定 漁業 許可
（一） 境港水産事務
所 管轄区域 係

○

（二）（一）以外 ○

～ 略

十一～十五 略

略

水
産
課

一 漁業法
（昭和 年
法律第
号） 基
知事 権

限 属
事務

～ 略

同法第 条第 項
規定 漁業

許可
（一） 境港水産事務
所 管轄区域 係

（新 漁
業 許可 除 ）

○

（二）（一）以外 ○

～ 略

二～九 略

十 鳥取県海
面漁業調整
規則（昭和
年鳥取県

規則第 号）
基 知

事 権限
属 事務

同規則第 条 規
定 漁業 許可
（一） 境港水産事務
所 管轄区域 係

（定数漁業
許可及 新

漁業 許可 除 ）

○

（二）（一）以外 ○

～ 略

十一～十五 略
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のも
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１ ５

６ １

６ ２

１ ８

２

１ ５

６ １

６ ２

１ ８

２

600

1,500

600

24
267

66

17

40
46

20

24
267

66

17

40
46

20

境港水産事務
所長

境港水産事務
所長

境港水産事務
所長

境港水産事務
所長

附 則

規則 、公布 日 施行 。この は の から する



平成 年 月 日 木曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 12 1608 ４

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)


